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衆
議
院
議
員
末
松
義
規
君
提
出
東
京
都
国
立
市
大
学
通
り
に
位
置
す
る
高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
建
設
問
題
に
関
す
る
質
問
に

対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

本
件
に
つ
い
て
、
国
土
交
通
省
（
旧
建
設
省
）
が
、
東
京
都
都
市
計
画
局
に
対
し
て
御
指
摘
の
よ
う
な
指
導
を
行
っ
た
事

実
は
な
い
。

ま
た
、
御
指
摘
の
「
東
京
都
の
立
場
」
の
意
味
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
国
土
交
通
省
に
お
い
て
は
、
建
築
基

く
い

準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
三
条
第
二
項
に
い
う
「
工
事
中
」
に
は
、
根
切
り
工
事
又
は
杭
打
ち
工
事
に

着
手
し
て
い
る
段
階
を
含
む
と
解
し
て
い
る
。
な
お
、
本
件
に
つ
い
て
も
、
東
京
都
の
建
築
主
事
は
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
を

踏
ま
え
て
同
項
に
い
う
「
工
事
中
」
に
該
当
す
る
と
判
断
し
た
と
承
知
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

本
件
に
つ
い
て
、
東
京
都
住
宅
局
か
ら
国
土
交
通
省
に
対
し
て
御
指
摘
の
よ
う
な
相
談
が
あ
っ
た
と
い
う
事
実
は
な
い
。

ま
た
、
国
土
交
通
省
に
お
い
て
は
、
御
指
摘
の
よ
う
な
マ
ン
シ
ョ
ン
の
購
入
者
保
護
に
つ
い
て
は
、
本
件
を
め
ぐ
る
こ
れ

ま
で
の
経
緯
等
か
ら
、
現
時
点
で
は
、
東
京
都
に
お
い
て
対
応
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
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三
に
つ
い
て

建
築
確
認
は
、
申
請
さ
れ
た
建
築
物
の
計
画
が
建
築
確
認
の
時
点
に
お
い
て
建
築
基
準
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
建

築
基
準
関
係
規
定
（
以
下
単
に
「
建
築
基
準
関
係
規
定
」
と
い
う
。
）
に
適
合
し
て
い
る
か
否
か
を
審
査
す
る
も
の
で
あ
る

か
ら
、
公
告
及
び
縦
覧
中
の
地
区
計
画
の
案
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
建
築
確
認
の
時
点
で
地
区
計
画
と
し
て
効
力
を
有
し
て

い
な
け
れ
ば
、
当
該
地
区
計
画
の
案
が
建
築
確
認
の
審
査
基
準
と
な
る
こ
と
は
な
い
。

ま
た
、
建
築
確
認
の
審
査
基
準
で
あ
る
建
築
基
準
関
係
規
定
は
、
建
築
基
準
法
第
六
条
第
一
項
及
び
建
築
基
準
法
施
行
令

（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
九
条
の
規
定
に
お
い
て
限
定
的
に
定
め
ら
れ
て
お
り
、
御
指
摘
の
景
観
条
例

や
紛
争
予
防
条
例
は
建
築
基
準
関
係
規
定
に
該
当
し
な
い
か
ら
、
こ
れ
ら
の
条
例
が
建
築
確
認
の
審
査
基
準
と
な
る
こ
と
も

な
い
。

な
お
、
建
築
確
認
は
、
建
築
物
の
敷
地
、
構
造
、
設
備
及
び
用
途
に
関
す
る
最
低
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
否
か
を
審

査
す
る
制
度
で
あ
る
か
ら
、
建
築
基
準
関
係
規
定
は
、
こ
の
よ
う
な
最
低
の
基
準
と
し
て
客
観
的
に
定
め
ら
れ
た
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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